
委託契約書（案） 

 

 一般社団法人金沢港振興協会（以下「甲」という。）と     （以下「乙」という。）

との間に、次のとおり委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙双方は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（事業の委託） 

第２条 甲は、乙に金沢港クルーズ船受入等委託業務（以下「委託業務」という。）を委託

する。 

 

（委託事業の執行） 

第３条 乙は、委託に係る事業の執行に当たっては、別紙仕様書に基づき行うものとする。 

 

（委託事業の実施期間） 

第４条 乙が実施する委託事業の実施期間は、契約締結の日から令和８年 11月 15日まで

とする。ただし、甲の承諾を得た場合は、当該期限を延長することができる。 

 

（委託料） 

第５条 甲は、乙に対し、委託料として金       円(うち取引に係る消費税額及び

地方消費税        円)を支払うものとする。ただし、消費税額及び地方消費税

額は、消費税法(昭和 63年法律第 108号)第 28条第１項及び第 29 条並びに地方税法(昭

和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110

分の 10 を乗じて得た額である。 

 

（委託事業執行結果報告書） 

第６条 乙は、委託事業の執行を完了したときは、その結果を記載した委託事業執行結果

報告書（以下「報告書」という。）及び収支精算書を甲へ提出しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により提出された報告書及び収支精算書の提出を受けたときはこれ

を審査し、適当と認めたときはこれを受理するものとする。 

 

（委託料の支払） 

第７条 乙は、前条の規定による受理が行われたときは、甲に対して委託料請求書を提出

するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により提出された委託料請求書を受理したときは、その日から 30

日以内に、請求に係る委託料を乙に支払わなければならない。 

 

 

 

収入 

印紙 



（概算払） 

第８条 乙は、任意の様式に基づき、所要額として委託料の概算払を請求することができ

る。 

２ 甲は、前項の請求により、必要があると認められる金額については、前条第１項の規

定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（概算払の精算） 

第９条 乙は､第６条の収支清算書の確認の結果、既に概算払により受領した金額に差額が

生じた場合は、甲にその旨を申請する。 

２ 乙は、前項の結果に不足額が生じた場合には、甲に不足額の支払いを請求することが

できる。 

３ 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から 30日以内に委託料を支

払わなければならない。 

４ 乙は、第１項の結果に余剰額が生じた場合には、遅滞なくこれを甲に返還しなければ

ならない。 

 

（遅延利息） 

第 10 条 乙の責めに帰する事由により契約期間中に業務を完了することができない場合

においては、甲は、損害金を徴収することができるものとする。 

２ 前項の損害金は、委託料に対して、延長期間に応じ、年３パーセントの割合で計算し

た額とする。 

３ 甲は、正当な理由がなくて委託料の全部又は一部を第７条第２項又は前条第３項に定

める支払期限までに支払わなかったときは、その未払金額について、支払期限到来の日

の翌日から支払をするまでの日数に応じ年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利

息を乙に支払わなければならない。ただし、遅延利息の額が 100円未満であるときは、

遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てるものとする。 

 

（委託料の減額） 

第 11条 甲は、乙が委託事業の一部を執行しなかったとき、又は委託事業に要した支出額

（事業の実施にともなって発生した収入がある場合は、事業の実施に要した経費から、

得られた収入を差し引いた額）が委託料を下回るときは、委託料を減額しなければなら

ない。 

 

（委託事業の経理） 

第 12条 乙は、委託事業の経理の状況を独立した帳簿に明確に記載し、委託事業の経理を

厳正に行わなければならない。 

 

 



（機密保持） 

第 13条 乙は、委託事業の実施によって知り得た機密及び甲の行政事務等で一般に公開さ

れていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第 14条 乙は、公の施設の管理業務による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別

記「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 

２ 乙は、本人（代理人を含む。）から、当該本人が識別される保有個人データの開示等を

求められたときは、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）に基づき、

又は同法に準じて対応するものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第 15条 乙は、委託事業の実施を第三者に再委託し、又は下請させてはならない。ただし、

あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。 

 

（契約の解除） 

第 16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。 

 (2) 乙が、甲の承諾を得ないで、委託事業を第三者に委託し、若しくは請け負わせ、又

は本契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡したとき。 

 (3) 乙が、委託事業の執行が困難になったことその他やむを得ない事由により本契約の

解除を甲に申し入れたとき。 

２ 甲が前項の規定により本契約を解除したときは、乙は、甲に対してその損害の賠償を

求めることができない。 

 

（暴力団等排除に係る契約解除） 

第 17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその責を負わないもの

とする。 

 (1) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は 

  その支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員 

  による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定 

  する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

 (2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。 

 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど



直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

２ 前項の規定により、この契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10分の

１に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれ

に代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前

項の違約金に充当することができる。 

 

（第三者に対する損害賠償責任） 

第 18条 委託事業の執行により第三者に与えた損害の賠償については、乙が自らの責任に

おいて一切を解決しなければならない。 

 

（疑義の決定） 

第 19条 本契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通

を保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲  石川県金沢市無量寺町リ 65 

                  一般社団法人金沢港振興協会 

会  長  安宅 建樹 

 

 

乙   



別記 

個人情報の取扱いに係る特記事項 

 

（趣旨） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後にお

いても同様とする。 

２ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても

この事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

（取得の制限） 

第３ 乙は、この契約による事務を行うため個人情報を取得するときは、その事務の目的

を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得

しなければならない。  

 

（適正管理） 

第４ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防

止その他の個人情報の適切な管理のために個人情報の取扱責任者の設置等の管理体制の

整備など、必要な措置を講じなければならない。 

 

  （従事者の監督） 

第５ 乙は、その従事者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の適正な

管理が図られるよう、当該従事者に対する必要な監督を行わなければならない。 

 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的の

ために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による

指示又は承諾を受けたときは、この限りではない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資

料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受

けたときは、この限りでない。 

 



（再委託の禁止） 

第８ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務について、第三者に再委託し、又は

下請させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この

限りではない。 

２ 乙は、甲の承認により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託し、又は下請させる

場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者

に書面により求めるものとする。 

 

（資料等の返還等） 

第９ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約終了後直ちに甲へ返還しなけれ

ばならない。ただし、甲が書面により別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、この契約による事務により保有する個人情報については、本契約終了後直ちに

消去し、又は廃棄しなければならない。ただし、甲が書面により別に指示したときは、

その指示に従うものとする。 

 

（管理状況の報告等） 

第１０ 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、個人情報の取扱責任者の設置及

びその他個人情報の管理状況について報告を求め、又は調査をすることができる。 

 

（事故報告） 

第１１ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったと

きは、直ちにその状況を甲に通知し、適切な措置をとらなければならない。また、調査

結果を遅滞なく甲に報告しなければならない。 

 

（指示） 

第１２ 甲は、乙がこの契約による事務を行うために取り扱っている個人情報の管理状況

について、不適切と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 


